
杉並区立井草中学校 

令和７年度 学校の部活動に係る活動方針 

 

１ 学校における部活動の方針 

 

（１）異年齢の生徒同士や大人との好ましい人間関係を構築し、「自主自律」「創造性」「豊かな心」「健やか

な体」の育成を通して、学習意欲の向上や責任感、連帯感の涵養を図ることを目的とする。 

①運動部活動においては、スポーツを楽しむことで運動習慣等の確立等を図り、生涯に渡って心身の

健康を保持増進し、豊かなスポーツライフを実現するための資質・能力の育成を図る。 

②文化部活動においては、生涯にわたって学び、芸術文化等の活動に親しみ、多様な表現や鑑賞の活

動を通して、豊かな心や創造性の涵養を目指す。 

（２）活動にあたっては、スポーツ庁や文化庁、東京都教育委員会、杉並区教育委員会の部活動の方針に

則り、生徒の自主性・自発性を尊重し、生徒の自主的・自発的な参加によって合理的でかつ効率的・効

果的に取り組む 

（３）生徒が安全に部活動を行い、教職員の負担が過度とならないよう、杉並区立学校における働き方改

革推進プランや文部科学省、東京都教育委員会の対策に則り、校長が業務改善や勤務時間（在校時

間）管理を行う。 

 

 

２ 合理的でかつ効率的・効果的な活動の推進方針  

 

（１）顧問、部活動指導員等による生徒の心身の健康管理、事故防止を徹底するとともに、体罰・ハラスメ

ントを根絶する。 

（２）休養日を平日は少なくとも１日、週休日は少なくとも１日設ける。大会等の参加により休養日の確保

ができなかった場合は、大会等の実施直後に振り替える。 

（３）部活動以外にも多様な活動を行うことができるよう、年間計画の中に長期の休養期間（オフシーズン）

を設ける。 

（４）実活動時間は、平日は２時間程度、休日・長期休業中は３時間程度とする。 

（５）熱中症警戒アラートや活動場所の暑さ指数（WBGT）、生徒の体調等を確認し、熱中症予防対策を

徹底する。 

（６）顧問は本方針に則り、部活動の休養日及び活動時間等を設定し、事前に保護者に公表する。 

 

 

３ 今年度４月に設置した部活動 

 

・硬式テニス  ・サッカー  ・女子バレーボール  ・ソフトテニス  ・バスケットボール   

・バドミントン  ・フレンドクラブ  ・野球  ・演劇  ・コンピューター  ・茶道  ・吹奏楽  ・美術 

 

 

４ 平日の活動の最終下校時刻  １８時１５分完全下校（活動終了時間は１７時５０分頃） 


